


 

 放課後児童クラブの加入申込について 

 
提出書類 
①放課後児童クラブ加入申請書 
②児童クラブ 児童調査票 
③放課後児童クラブ利用に関する同意書 
④就労証明書（65 歳未満の同居家族全員分。二世帯住宅、敷地内居住者含む。） 
⑤申立書（疾病や介護など、事情がある方のみ。） 

 
受付 
 令和７年 12 月１日（月）から 12 月 25 日（木）まで（期限厳守） 
 
申込 
 各児童クラブへ直接申し込み 平日 13 時～19 時、土曜日８時～19 時 

※児童の利用がないときなど、休館または 19 時前に閉館となる場合があります。 
 
よくある質問 
Ｑ：きょうだいで加入する場合の提出書類は？ 
Ａ：④就労証明書と⑤申立書は１部で大丈夫です。 

上の子の申込書に添付し、下の子の申請書には欄外にその旨を記入してください。 
 
Ｑ：申立書が必要なのは？ 
Ａ：妊娠・出産、保護者の疾病や親族の介護などの理由により、働くことができない場 

合に提出してください。 
   また、求職中の場合も提出が必要ですので、申立書の「その他」の欄に記入してく 

ださい。 
求職中の場合、申し立てによる加入可能期間は、加入日または求職開始から３か月 
後までとなります。就労先が決まり次第、速やかに④就労証明書を提出してくださ 
い。 

 
Ｑ：就労証明書が提出期限に間に合わない 
Ａ：期限内に就労証明書以外の書類を提出し、就労証明書の提出が遅れる旨を児童クラ 

ブ職員にお話しください。 
就労証明書ができ次第、速やかに追加提出してください。 
 

Ｑ：長期休みの間だけ利用したい 
Ａ：申し込みの時点で既に定員を超えている場合など、児童の登録状況等により、希望 

に添えない場合があります。 
   長期休みの１か月前までに児童クラブへご相談ください。 
 
 

【問い合わせ】大館市教育委員会 生涯学習課 電話 43-7113 


